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福島県立医科大学

第3回 甲状線検査専門委員会診断基準等検討部会

次第

1 開会

2 挨拶

日時：平成24年7月7日（土） 13 : 00～16 : 00 

場所：東京駅八重洲カンファレンスルーム トD

福島県立医科大学放射線医学県民健康管理センター

センター長山下俊一

3 委員紹介

4 議事

【報告】

( 1 ）第2回 甲状線検査専門委員会診断基準等検討部会について

［協議】

( 1）甲状腺検査（二次検査）後の対応について

( 2）県外施設の認定、公表について

(3）甲状腺検査（一次検査）の結果報告について

(4）今後の県内での認、定講習会への対応

5 その他

6 閉会
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第3回 甲状線検査専門委員会診断基準等検討部会次第

第3回 甲状線検査専門委員会診断基準等検討部会名簿

第3回 甲状線検査専門委員会診断基準等検討部会座席表

報告 1 第2回 甲状線検査専門委員会診断基準等検討部会記録

協議 2-1 県外検査実施機関回答状況

協議 2-2 甲状腺検査対象者都道府県別避難状況（平成23年 11月現在）

協議・3-1 甲状腺検査（一次検査）の判定区分別（結節・嚢胞）による集計

協議 3-1（参考） 甲状腺検査（一次検査）実施状況

協議 3-2

協議4-1

甲状腺検査（一次検査）の判定・年齢・性別による集計（H24年度実施分）

甲状腺検査講習会概要



第3回甲状腺検査専門委員会診断基準等検討部会名簿

【委員］
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備考

欠
一
出

緑川早苗先生が代理出席

出
一
欠
一
出

【協力委員】

Li' 国 備考

【福島県立医科大学関係教職員】

所属機関 職 氏名 出欠 備考

l福島県立医科大学 放射線医学県民健康管理センター長 山下俊一 出

2福島県立医科大学， 放射線医学門県民健康管理センター 鈴 木 貫 一 出
臨床部 副部門長（甲状腺検査担当）

3福島県立医科大学 医療工学講座准教授 福 島 俊 彦 出

4福島県立医科大学 放射線医学県民健康管理センタ一 広報部門長 松 井 史 郎 出
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報告 1

第 2回 甲状腺検査専門委員会診断基準等検討部会概要記録

1 報告

日時：平成 23年 12月 18日（日） 14 : 00～17 : 30 

場所：東京八重洲ホール 3階 301会議室

( 1 ) 第 1回委員会議事録

資料 lに基づき、前回の協議内容等について報告が行われた。

(2) 現在までの進捗状況 （資料2)

資料2に基づき、甲状腺検査の実施状況について報告が行われた。

2 協議

（ブ） ( 1 ) 結果の開示 （資料3)

資料3表面に基づき、結果の通知文書についての協議が行われ、文言について

修正案が委員から提示された。

( 2) A2判定に対する説明文 （資料3)

資料3裏面に基づき、結果についての解説についての協議が行われ、文言につ

いて修正案が委員から提示された。

(3) 二次検査の実施方法

資料4に基づき、二次検査の案内文書についての協議が行われ、文言について

修正案が委員から提示された。

(4) 県外の施設認定、一次検査、二次検査、機器の基準、データの取扱、契約

資料5に基づき、県外での検査実施に向けた今後の取り組みについて協議が行

われ、追加すべき施設等についても意見が出された。

( 5 ) 県内での講習会、説明会等
／－＼＼ 

(')) 一般市民や地元医師会関係者等に対して、甲状腺検査についての正しい知識の

普及を図るとともに、協力や支援を促すための環境づくりを進めるため、講習会

や説明会を積極的に開催していくことについて意見が交わされた。

また、これら講習会等には当部会の委員を招轄することを想定している。

( 6 ) ローカルルールによる地元医師の参加

甲状腺検査を長期的に継続するために必要な人材を県内において確保するため、

県内の医師・技師等に対して、甲状腺超音波検査に携わることができるローカル

な認定資格を付与する計画について協議が行われた。

講習会を実施すること、また、資格認定のためには試験を実施すべきとの意見

が出された。

( 7 ) 県外施設認定後の対応

県外施設での準備が整い次第、対象者に案内をしていくことになるが、検査の

受けられる順序等について．公平性を確保するための配慮が必要となる。



2 I北海道大学病院

3 I土俵内科ウリニック

4 I弘前大学

s I栗原ウリニック

6 I秋田大学

1 I森洋子クリニッウ

s I東北大学病院

9 I山本医院ム

／、l山形大学

111山形市立病院済生館

12 I群馬大学医学部付属病院

13 I栃木県立がんセンター

14 I自治医科大学附属病院

1s I濁世話医科大学附属病院

1 s I佐野厚生総合病院

11 I翼i協医科大学日光医療センター

1s I東京医科大学茨織医療センター

19 I筑波大学附属病院

立総合病院

21 I水戸医療センター

22 I常陵大宮済生会病院

23 I水府病院

24 I狭山病院

25 I国立がんセンター東病院

26 I千葉大学医学部附属病 院

21 I千葉県こども病院

2s I日本医科大学千譲北総病院

29 I帝京大学ちぱ総合医療センタ－

30 I東邦大学医療センヲ一大森病院

31 I有明病院

32 I公立昭和病院

33 I東京女子医科大学附属病院

県外検査実施機関回答状況（7月6日現在）

〒060-0814 北海道札幌市北区北14条西5丁目

〒 060-0042 北海道札幌市中央区大通西14T目3-1大通丸一t師ン0・3F

〒 036-8563 青森県弘前市本町53

〒 020-0015 岩手県盛岡市本町通IT目16-4

〒 010-8543 秋田県秋田市広薗字蓮沼44-2

〒 980-6110 宮様県仙台市青藁区中央I3-1 7I削目F

〒 980-0872 宮線県仙台市膏護区星陵町11

〒98ト2311 宮域県伊且郡丸蒜町字町西日一1

〒 990-9585 山形県山形市飯田酉2-2-2

〒990-0042 山形県山形市七日町1丁目3-26

〒 37ト8511 務馬県前傾市昭和町三丁目39番15号

〒 320-0834 栃木県宇都宮市陽商4-9-13

〒 329-0498 栃木県下野市藁師寺331ト1

〒 32ト0293 栃木県下都賀郡壬生町北小韓880

〒 327-8511 栃木県佐野市場米町1728

〒 32ト2523 栃木県日光市高徳632

〒300-0395 茨媛県稲強郡阿見町中央3-20-1

〒 305-0005 茨緑県つくば市天久保2丁目H

〒 317-0077 茨縄県目立市塘南町2丁目H

〒 31ト3117 茨縄県東茨誠郡茨緑町桜町郷280

〒 319-2256 茨誠県常陸大宮市因子内町3033-3

〒31ト4141 茨縄県水戸市赤塚1丁目1

干 350-1323 埼玉県狭山市綿J木ト33

〒 277-0882 千薫県柏市柏町議6丁目5-1

〒 260-8677 干薫県干薫市中央区亥鼻1-8-1

〒 260-0007 干薫県千葉市緑区辺国町579-1

〒 270-1694 子議県印西市鎌刈1715

干 299-0111 千麓県市原市姉崎3426-3

〒 143-8541 東京都大国医大轟西ト1卜1

〒 135-0日関東京都江東区有明3丁目831 

〒 187-0004 車京都小平市天神町2T目450

〒 162-8666 東京都新宿区河田町ト1

｜協議2-1I 



35 Iアーバンハイツクリニッヲ 〒 170-0002 東京都量島区巣鴨IT目16-27-n・ンハイツ県鴨B2F 

36 I東京大学医学部附属病院 〒 113-8655 東京都文京区本郷7-3-1

37 I日本医科大学附属病院 〒 113-8603 車京都文京区千駄木1-1-!i

38 I東京慈恵会医科大掌附属病院 〒 105-0003 東京都港区西新橋3丁目25-8

39 I虎の門病院 〒 105-8470 東京都港区虎m2丁目2書2号

40 I伊蔵病院 〒 150-8308 東京都渋谷区神宮前4丁目3-6

41 I国立成育医療センター 〒 157-0074 東京都世困谷区大il2T目10-1

42 I山近記念総合病院 〒 256-0815 神奈川県小間原市小八幡3-19-8

43 I北里大学病院 〒 252-0375 神奈川県相犠原市南区北里ト15-1

44 I日本医科大学武蔵小杉病院 〒 21ト8533 神奈川県川崎市中原区小杉町1-396

45 I呉クリニッヲ 〒 25ト0038 神奈川県鹿沢市鶴沼松が岡3丁目24-23

46 I神奈川県立がんセンター 〒 24ト0815 神奈川県横浜市旭区中尾lT目1-2

47 I県立こども医療センター 干 232-8555 神奈川県横浜市南区六引112-138-4

横浜市立大学附属
48 I市民総合医療センター

〒 232-0024 神奈川県横浜市南区浦舟町4丁目57

49 I昭和大学横浜市北部病院 〒224-8503 神奈川県繊浜市都筑区茅ヶ崎中央35ー1

so I甲州市立勝沼病院 〒 409-1316 山梨県甲州市餅沼町跨沼950

s1 I山梨大学医学部附属病院 〒 40903898 山梨県中央市下河東1110

s2 I飯田市立病院 〒 395-0814 長野県飯国市八幡岡438

53 I増田医院 〒 385-0022 長野県佐久市大字岩村田238ト12

54 I長野松代総合病院 〒 38ト1231 長野県長野市松代町松代183

薄病院 〒 390-0814 長野県松本市本庄2T目5-1

ss I信州大学医学部附属病院 〒 390-0802 畏野県松本市旭3丁目1-1

57 I新潟大学 〒 95ト852日新潟県新沼市中央区旭町通1番町754

ss Iかみいち総合病院 〒 93ト0391 富山県中新川郡上市町法音寺引

ss I金沢医科大学病院 〒 920-0265 石川県河北郡内議町大学1丁目1

so I福井県立病院 〒 910-0846 福井県福井市四フ井2T目8-1

s1 I桜ケ丘総合病院 〒424-0836 静岡県静岡市清水区桜が丘町13-23

62 I東泉クリニック 干 4200033 静岡県静岡市喪区昭和町5-4平野t'!5F 

63 I石t亘ヲリニッヲ 千 430-0947 静岡県浜松市中区松坂町217-1

64 I浜松医科大学附属病院 〒 43ト3192 静岡県浪松市東区半田山一T目20書1骨

ss I岡崎市民病院

2 



s1 I量川市民病院

68 1名古屋大学医学部附属病院

69 I岐阜大学医学部附属病院

10 I多治見病院

11 I松坂中央総合病院

12 I伊勢赤十字病院

73 I国立病院機櫛京都医療センター

74 I須川クリニック

75 I滋賀医科大学医学部附属病院

司｜近般大学医学部奈良病院

・lりんくう総合医療センター

1s Iすみれ病院

19 I大阪警察病院

so I大阪市立大学医学部付属病院

s1 I大阪大学医学部附贋病院

s2 I和歌山県立医科大学附属病院

83 I立花病院

84 I隈病院

ss I岡山医療センター

ss I岡山大学病院

s1 I川崎医科大学附属病院

88 I土谷総合病院

F鳥取大学医学部附属病院

9日｜島根大学医学部附属病院

91 I山口大学医学部附属病院

92 I愛媛大学附属病院

93 I徳島市民病院

94 I高松赤＋字病院

95 I高知大学医学部付属病院

96 I産業医科大学

97 Iやましたクリニック

98 1九州大学大学病院

99 I久留米大学

100 I小池病院

1011長崎医療センター

104 I回尻ヲリニッヲ

〒 442-8561 愛知県豊川市光明町1丁目19書地

〒466-0065 愛知県名古屋市昭和区鈎舞町65

〒 50ト1112 岐阜県岐車市柳戸ト1

〒 507-0042 岐車県幸治見市前畑町5丁目161

〒 515-0818 三重県松阪市川井町小望102

〒 516-0805 三重県伊勢市衛薗町高向810

〒 612-0861 京都府京都市伏見区深草向畑町1-1

〒印4-8105 京都府烹都市中京区高倉通御池下る亀甲屋町606

〒 520-2121 滋賀県大津市頑固月輪町

〒 630-0227 奈良県生駒市乙園町1248-1

〒 598-0048 大阪府泉佐野市りんくう往来北2-23

〒 536-0001 大阪府大阪市緑車区古市lT目20-85

〒 543-0035 大阪府大阪市天王寺区北山町10-31

〒 545-8586 大阪府大阪市阿倍野区旭町1-5-7

〒 565-0871 大阪府吹田市山田丘2番15号

〒 64ト0012 和歌山県和歌山市紀三井寺町ト1

〒 66卜0025 兵庫県尼崎市立花町4T目3-18

〒 650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通8T自2-35

〒 70ト1154 岡山県岡山市国益171卜1

〒 700-0914 岡山県岡山市北区鹿田町2丁目5-1

千 7010192 岡山県倉敷市松島577

〒 730-0811 広島県広島市中区中島町3-30

〒 683-0826 鳥取県米子市西町36-1

〒 693-0021 島根県出雲市塩冶町89-1

〒 755-8505 山口県宇部市南小$1ート1

〒 79卜0204 量媛県車混市志津川

〒 770-0812 律島県建島市北常三島町2T目34書地

〒 760-0017 香川県高松市番町4丁目 1-3

〒 783-0043 高知県南国市岡豊町小蓮185-1

〒 807-8555 福岡県北九州市八幡西区医生ケ丘1番1号

〒 812-0034 福岡県福岡市情事区下呉服町ト8

〒 812-8582 福岡県福岡市東区馬出3ート1

〒 830-0011 福岡県久留米市旭町67

〒 840-0861 佐賀県佐賀市嘉遁町大字国炉原中原1922-2

〒856-8562 長崎県大村市久原2丁目1001-1

〒 852-8501 長崎県長崎市坂本1丁目7書1号

〒 874-0932 大分県別府市野口中町ト33

3 



108 I琉球大学医学部附贋病院

。

。

〒 890-0075 鹿児島県鹿児島市桜守丘8丁目35-1

〒 90ト2132 沖縄県浦添市伊祖4T目16-1

〒 903-0215 沖縄県中頭郡西原町字上原207書地

4 
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｜協議2-2/

甲状腺検査対象者都道府県別避難状況（平成23年11月現在）

（単位人）

483 31 ~].!:jj蝿 93 25 中 43 31 。
園
地

279 115 45 ! 307 161 62 方 46 19 3 

254 106 61 242 162 94 32 10 

3121 1541 50 ノヨ 266 103 29 9 。

1.199 309 95 28 39 20 4 

1.268 850 701 99 45 2 21 5 。
比一ι

788 473 69 23 2 178 60 13 

901 466 280 21 9 1 28 8 2 

540 354 185 76 17 2 t1 42 11 。

2.064 1.262 648 47 14 581 321 ア寸3

741 293 173 55 2 ノコ 26 5 。

979 365 252 88 12 39 13 

1.384 640 208 184 68 15 33 14 2 

1.721 ・1.168 466 65 24 131 36 3 

中

l!!J 116 81 20 
国

90 37 4 19.644 10.448 5.339 地
方

95 55 20 28 11 2 
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甲状腺検査〈一次険査）の判定区分別（結節・嚢胞〉による集計

平成24年7月4日現在 （6月8日検査分まで結果確定）

H24 福 島 市 22,804 

H24福島市以外※ 92 

H23年度実施分 38,114 

望1昼I 昼下a sマワ； 。．畠i一一一息QI 恩§
－＂＂‘ Eコ 言十 61,010 

※福島市以外には南相馬市、伊達市、田村市、川俣町、楢葉町、富岡町、双葉町、浪江町、広野町、飯舘村が含まれる。

｜協議3斗｜

単位【上段】人
【下段】%

。
@.R 畠，R.f§i

13,382 

盟－c 昌喜.1

1 18,744 

。.41 。.Q 畠7.6



。
甲状腺検査（一次検査）実施状況

2012年7月4日現在

H24福島市以外※ 92 

H23年度実施分 47,766 38,114 

合計 101,385 61,010 

。
｜ 協議3-1C参考〉 ｜ 

単位【上段】人
【下段】%

Bのうち県外 県外居住者
居住者数（人） 受診率（%）

C C/B 

305 

11 

5,183 

5,499 ~ .Q 



Q 。
｜協議3引

甲状腺検査（一次検査〉の判定・年齢・性別による集計 CH24年度実施分〉
平成24年7月4日現在（6月8日検査分まで結果確定） （単位人）

年齢区、分判定＼・性＼別
A1 A2 B c 合計

男性 女性 計 男性 女性 言十 男性 女性 計 男性 女性 計 男性 女性 言十

0～5歳 920 782 1,702 238 252 490 。 1 1 。 。 。1,158 1,035 2.193 

6～10歳 1,199 1.053 2.252 1.094 1.195 2.289 2 5 7 。 。 。2.2.95 2.253 4,548 

11～15歳 1.101 963 2,064 1.116 1,198 2,314 11 16 27 。 。 。2.228 2.177 4.405 

16歳～ 186 194 380 117 150 267 3 5 8 。 。 。306 349 655 

合計 3.406 2.992 6,398 2.565 2.795 5,360 16 27 43 。 。 。5,987 5,814 11.801 

年齢階層別判定区分の分布【男性〕 年齢階層別判定区分の分布【女性〕

0～5歳 O～5歳

• Al ・A1 

6～10歳 6～10歳

11～ 15歳 ・B
11～.15歳 ・B

• C 

16歳～ 16歳～

0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 



福島県甲状腺検査講習会概要 ｜協議4ー1

1 講習会の目的

甲状腺険査にあ疋るスタッフにおいては、甲状腺超音波検査に係る高度な専門知識と手
技等が！必要であるため、甲状腺超音波検査に関する知識を普及し、甲状腺検査に携わる医
師・技師の知識・手技の向上を図るとともに、甲状腺険査を長期的に継続するために必要
な人材育成を図る。
さらには、今後福島県立医科大学とともに甲状腺検査を実施する県内における検査拠点
（医療機関等〉を整備することを目的とする。

2 講習会の実施状況

・第1回平成24年3月4日（日〉
開催地：福島市 （コラッセふくしま〉
参加者： 137名 （うち医師76名、コメディカル61名〉

・第2回平成24年6月10日 〈日〉
開催地：郡山市 （郡山ビ、ユーホテル〉

参加者： 70名 （うち医師43名、コメディカル27名〉
・第3回平成24年7月22日（白〉
開催地 ：いわき市 〈いわきワシントンホテル〉
参加者 ：10 0名（予定〉

・第4回：平成24年9月2日（日〉
開催地：会津若松市 （ホテルニューパレス〉
参加者：未定

3 講習会の内容
・講演（座学〉

「甲状腺結節の超音波診断について」 公立昭和病院貴田岡正史先生
・「甲状腺結節の穿刺吸引細胞診と病理所見について」 隈病院贋川 満良先生
．「福島県県民健康管理調査における甲状腺検査の現状と展望」

福島県立医科大学鈴木員一先生
・実習（／＼ンズオンセミナー〉
・甲状腺超音波診断機器を用いた画像診断のハンズオン講習会



今後の検査実施体制の構築〈参考〉

・実施スケジュール
平成23年10月から平成26年3月までに、先行検査（現状確認のための検査〉として対

象全県民に横査を実施する。
また、平成26年4月以降は、本格調査として20歳までは2年ごと、それ以降は5年ごとに

検査を行う。

・・・・・・謂沼環冒・・・・・・
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全県1

2本格検益
県itJ;@;i横蓋拠点随穂ゆ県緋翻医
療機関箸

。
・当分の聞は、平成23年度同様医科大学を中I~＼とした検査実施体制をコアとして検査
を実施しながら、平成26年度以降の本格検査を見据えて、講習会を実施しながら、
次のとおり県内において検査司能となる検査拠点〈県内医療機関〕を整えていく。

・県内医療機関の参画
・県内医療機関の専門性の向上
・県内医療機関において、円滑に検査が実施できるような仕組みつ、くり

（具体的には〉
・II定医師〈検者〉の育成
→医大が主催する講習会への参加（上記実施予定〉
→医大が実施する検査への参加

医大スタッフや検査従事者（外部支援医師等をさむ。〉による専門医師等の育成
・県内検査鎚点〈県内医療機関〉における受信、検査実施、画像保容システムの傭築
・HI貢次県内検査拠点（県内医療機関〉での検査実施に移行する。

→平成26年度からの本格検査からは、県内検査鎚点〈県内医療機関〉に

おいても、実施できる体制を検討していく。
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使用装置

． 
． 

． 
． 

リアルタイム超音波診断装置を用

いる。
電子リニア方式。
〈電子マイクロコンペックス方式
をさむ〉
周波数10MHz以上のプローブを用
いる。
血流情報が評価可能なドプラ機能
を備えていること。

目端理解額F
ji四a7'8

五戸:n.A組出掛of~叫江崎t6id.$anrnc暫

術短g



検査の実施
＜観察項目＞ A 

(a）甲状腺全体の観察項目

I 甲状腺の形状

II 甲状腺の大きさ
B 

(b）結節性甲状腺腫の観察項目

I 結節の位置と大きさ 、

右 怠

開 ~ 干 一一一＼ 湾側

今回は、 A (1枚ないし2分割〉、 I 
B C左右〉を画像として保葎 ｜ 

左右ごとに、 a、c、bを計測 ｜ 

II 嚢胞の位置と大きさ ‘ 甲状腺超音波診断ガイドブツ

多発性の有無 －~坦I ij；山似Llci阪大径のものの
動画を保容〈数秒〉



A.体位

被験者を仰臥位にし、枕等を頚背部にお
き頭部を充分に伸展させる。

B.探触子の持ち方、圧迫、入射角につい

て

－ スムーズに観察するだめに、探触子の
コードは肩にかける。

ブレを少なくするため、探触子はできる
だけ下部を把持する。

探触子は軽＜把持し、手首の力を抜いて
フェザータッチで操作し、ビームが皮膚
に苅して垂直に入るように配慮する

c.観察範囲は広く

甲状腺においては、予想外の部位にも異所
性に甲状腺が荏在することもあり、できる
だけ広＜頚部全体を観察すべきである。



1 .患者登録 CIDは甲状腺超音波レポートの受付番号欄に記載された7桁の

番号で

2.検査開始

尾側→頭側〈右葉、左葉〉にスキャンし、結節、嚢胞の有無を観察

結節があれば
最大結節の位置を記載

〈該当する番号にレ点を入れる〉

最大結節の最大径を測定、記載

結節が複数あるかを記載

大血流と動画を必ず保容する

位酌かる酔材ィーマーク） l 
最大径の測定の静止画の記録を

胸線は結節としない（その他の異所性絢腺にレ点を入れる〉

嚢胞があれば

最大嚢胞の位置を記載

〈該当する番号にレ点を入れる〉
最大嚢胞の大きさを測定、記載
嚢胞が複数有るかを記載

位酌か る 酔 相 ィ 一 日 〉
最大径の測定の静止画の記録を

充実性病変を伴う嚢胞〈嚢胞内結節〉は結節として取り扱う

〈大きさは嚢胞部分を含めて最大径とする〉



甲状腺体積の測定 〈未就学児童ち可能な限り縦径測定を

行う〉
横径、厚み、縦径を計測し、レポートに記載。
各径を測定している静止画を記録する〈最大横断面、

最大縦断面〉
その後、気になる揚所は静止画、血流、動画などで撮影

する。

後で、判定委員会で検討する。

→レポート用紙のチェックボックスにチェックを入れ、
集計表に記入する。（福島医大実施例）

3. 検査終了
検査施行者のサイン記入。



乳幼児の揚合 ［ 参考資料

1 ）母親に抱きかかえてもらった状態での操作を行う揚合もある

2）ベッドの両側にスペースをおき、石側にエコーおよび実施者、対側に

母親や看護師などが付き添う揚合ち

3）計測等は施行後にまとめて行う

4）＿小学生未満では最大横断像1枚

場合によっては2分割画面で1枚撮像のみ

くく追記〉〉

・実際施行してみるとO歳でも縦断面像は撮像可能（プローブを水平から徐々

にだてていくと容易〉

・仰向けに寝かせるのが一番無難

・頭側に保護者〈介朗者〉がついて、子供を頭側の方に注意を引きつけると

頚部の進展につながり施行しやすくなる。

・泣いていても、フリ一、ズ後、メモリ再生コマ送り機能を活用し、使用できる部分

で静止して保容する。横断1枚、左右縦各1枚を保害後にゆっくりと計測し、記録

に必要な6項目が揃っていだことを確認後lこ、被検者を返し、次の検者を入れる

準備をする。



［ 参考資料 ］ 

－びまん性甲状腺腫のうち、単純性甲状腺腫、
Based ow病、慢性甲状腺炎は、両葉共に腫大
することが多い。

－亜急性甲状腺炎や急性化膿性甲状腺炎は、病変

部が腫大することが多い。

・慢性甲状腺炎では、甲状腺前面の凹口不整を認
めることがあり、峡部の肥厚が著明である。



・甲状腺各径の測定

．体積測定

各側葉体積二

Ca×b×c）× π／6 

A 

B 

［ 参考資－料－~

右 左

頭 側

b 

c 

国1 甲状腺の計測 （下倒からの観察）

甲状腺超音波診断力、イドブック改訂第2版：10,2012



く主〉 く副〉

良性 整

境界の ｜｜ 内部エコー II II 境界部
｜ ｜微細高エコーII

明瞭性・性状｜ドコーレベ川｜ 蝿性 II II億工コ一帯

明瞭
平滑

高～倍 均質 〈ー〉 穀
Z

形状

悪性 不整
不明瞭
組雑

｛塁 不均質 多発 整
し

不
無

；※ 一次検査は嚢胞（充実性部分を伴わなしゅと結節を判定する。最大径を記載するので、通常は上記
診断基準は使用しない。しかし、最大でなくとも明らかに上記基準で悪性が強＜疑われる揚合は、 ；
コメントに記載していただき後日医大で判定する。 ： 

超音波医学 38(1):27-30,2011
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甲状腺超音波診断機器を用いた
画像診断のハンズオン講習会

0一般目標
甲状腺、頚部の超音波正常解剖を理解し、甲状腺超音波
検査が実施できる。

0行動目標
超音波画像で、甲状腺、気管、食道、総頚動脈、内頚静
脈、上甲状腺動静脈、甲状腺下極を同定し、描出できる。
甲状腺の、横径、厚さ、縦径を測定できる。


